
個 人 情 報 保 護 宣 言  

 

２ ０ ０ ５ 年 ４ 月 １ 日  

一 般 社 団 法 人  全 日 本 ジ ュ ニ ア 体 操 ク ラ ブ 連 盟  

 

 一 般 社 団 法 人 全 日 本 ジ ュ ニ ア 体 操 ク ラ ブ 連 盟 は 、 個 人 情 報 保 護 に 対 す る 取 組 み に つ い て 、  

以 下 の と お り 個 人 情 報 保 護 宣 言 を 策 定 し 、 公 表 い た し ま す 。  

 

１ ． 関 係 法 令 等 の 遵 守  

 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」 を は じ め 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 関 係 諸 法 令 、 そ の 他 の 規

範 を  遵 守 い た し ま す 。  

 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 取 組 み に つ い て 継 続 的 な 改 善 に 努 め て ま い り ま す 。  

 

２ ． 個 人 情 報 の 収 集  

  個人情報の収集に際しては、利用目的を明らかにし、所定の規定を遵守し適正に取り扱います。                                         

 

３ ． 個 人 情 報 の 利 用 お よ び 第 三 者 へ の 提 供  

  取 得 し た 個 人 情 報 は 、 利 用 目 的 の 範 囲 内 に お い て 取 り 扱 い ま す 。  

   

あ ら か じ め ご 本 人 の 同 意 を 得 た 場 合 や 法 令 等 に よ り 例 外 と し て 取 り 扱 わ れ る 場 合 を 除 き 、 第 三                                         

  者 へ 提 供 い た し ま せ ん 。  

 

４ ． 個 人 情 報 の 管 理 体 制  

  取 得 し た 個 人 情 報 は 、 常 に 正 確 か つ 最 新 の 内 容 に 保 つ よ う 努 め ま す 。  

   

個 人 情 報 の 漏 洩 等 を 防 止 す る た め 、 必 要 か つ 適 切 な 安 全 管 理 措 置 を 実 施 す る と と も に 、 役 職                                           

員 の 適 切 な 監 督 を 行 っ て ま い り ま す 。  

 

５ ． 開 示 請 求 等 へ の 対 応  

   

保 有 個 人 デ ー タ に つ い て 開 示 、 訂 正 、 利 用 停 止 等 の お 申 し 出 が あ っ た 場 合 、 ご 本 人 で あ る こ と                                          

 を 確 認 の う え 、 必 要 な 手 続 き に つ い て ご 案 内 い た し ま す 。  

   個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る お 問 い 合 わ せ 等 に つ き ま し て は 、 適 切 か つ 迅 速 に 対 応 い た し ま

す 。  


